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第４号様式(第１０条関係) 

会 議 録 (要 旨)  

会 議 名 第5回（令和元年度第2回）武蔵村山市子ども・子育て会議 

開 催 日 時 令和元年7月29日（月） 午後1時30分から午後3時10分まで 

開 催 場 所 301会議室（武蔵村山市役所3階） 

出 席 者 及 び

欠 席 者 

出席者：佐々委員（会長）、布田委員（副会長）、志茂委員、乙幡委

員、大友委員、前川委員、比留間委員、大熊委員、齋藤委員

及び谷治委員 

欠席者：平見委員及び田島委員 

事務局：子ども育成課長、同課児童担当課長、同課保育係係長、同課

主任及び同課主事 

議 題 
１ 計画素案について 

２ その他 

結 論 
(決定した方針、残された

問題点、保留事項等を記

載する。) 

議題１：一部修正の上、原案のとおり承認 

議題２：特になし 

審 議 経 過 
(主な意見等を原則とし

て発言順に記載し、同一

内容は一つにまとめる。) 

１ 開会 

 

２ 報告事項 

第４回（令和元年度第1回）武蔵村山市子ども・子育て会議の会

議結果について 

（事務局説明） 

資料1を御覧いただきたい。第4回会議については、本年6月26日

午前10時から武蔵村山市役所3階301会議室で開催した。議題は、

「１ 平成30年度末における施策の進捗状況の点検・評価につい

て」、「２ 計画期間における児童人口推計について」、「３ 教

育・保育の提供区域について」、「４ 計画骨子案について」、「５ 

計画素案について」であった。内容としては、議題1については評

価基準、今後の方針の記載など指摘のあった点について次回見直し

時に検討することとし、内容を一部修正の上、原案のとおり承認す

ること、議題2から5までについては原案のとおり承認することを確

認した。 

―質疑・応答― 

 特になし。 
 

３ 議題 

⑴ 計画素案について 

（事務局説明） 

資料2を御覧いただきたい。武蔵村山市第二期子ども・子育て

支援事業計画（素案）である。 

前回の会議では、計画策定の背景や位置付けなどからなる「第

１章 計画の概要」部分について御検討いただいた。本日は、そ

の続きとなる、本市の人口や出生率等の地域の概要部分、アン

ケート調査結果の概要と課題及び第一期計画の評価からなる「第

２章 子ども・子育てに関する現状等」について検討いただくも

のである。なお、資料の目次については、作成の都合上、本日の

検討内容となる第2章から始まっているが、最終的に全ての章を

掲載するので御理解いただけるようお願いする。 
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1頁を御覧いただきたい。「第１節 地域の概要 １ 人口、

世帯」である。 

まず、⑴世帯数と平均世帯人員の推移について、住民基本台帳

に基づき平成27年から平成31年までの5年間を掲載している。世

帯数については、年々増加傾向にあるが、平均世帯人員について

は、減少している。 

続いて、2頁を御覧いただきたい。 

⑵子どものいる世帯の割合について、国勢調査に基づき本市、

東京都及び全国平均との比較で表記している。平成27年の割合は

平成22年と比べて低下しているが、いずれの年も東京都及び全国

平均を上回っている。 

続いて、⑶年齢3区分別人口について、住民基本台帳に基づき

平成22年から平成31年までの10年間を掲載している。生産年齢人

口、年少人口ともに減少している一方、老年人口は増加している

ため、少子化・高齢化が継続的に進行している。 

続いて、3頁を御覧いただきたい。「２ 子どもの人口、出生」

である。 

まず、⑴0～5歳児の人口について、住民基本台帳に基づき平成

27年から平成31年までの5年間を掲載している。0歳児人口につい

ては、年によりばらつきがあるが、直近の平成30年から平成31

年にかけては減少している。 

続いて、⑵出生者数・出生率について、住民基本台帳に基づき

平成21年から平成30年までの10年間を掲載している。本市の出生

者数は平成30年に持ち直しが見られるが、全体的には減少傾向に

ある。 

続いて、4頁を御覧いただきたい。 

⑶合計特殊出生率について、人口動態統計に基づき平成29年の

数値を掲載している。全国平均を下回るものの、東京都及び多摩

26市と比較して本市の値は上回っている。 

続いて、5頁を御覧いただきたい。「３ 人口動態、女性の就

労、その他の状況」である。 

まず、⑴自然・社会動態の推移について、住民基本台帳に基づ

き平成21年から平成30年までの10年間を掲載している。自然動態

に着目すると近年は死亡者数が出生者数を上回る自然減の状態

が続いているが、社会動態ではおおむね転入超過の状況で推移し

ている。 

続いて、6頁を御覧いただきたい。 

⑵女性の就労状況について、国勢調査に基づき平成22年と平成

27年の値を比較している。子育て期の30代で仕事を離れる傾向が

続いている。 

続いて、⑶外国人のいる世帯について、東京都の統計に基づき

平成26年と平成31年の値を比較している。こちらは、今般、国に

おいて改正が予定されている「子ども・子育て支援法に基づく基

本指針（略称）」に、国際化の進展に伴い外国につながる幼児の

増加が見込まれることを踏まえて必要な支援を行うことが盛り

込まれる予定であることから新たに掲載する内容となる。 

次に7頁を御覧いただきたい。「第２節 アンケート(ニーズ調

査)結果の要点及び課題」である。 
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結果の概要についは、前回配布した調査結果の概要版と同等の

内容を掲載しているため、内容についての説明は割愛させていた

だくが、計画書に掲載するにあたり、結果から読み取れる内容を

注釈(鉛筆マーク)として追記している。 

26頁を御覧いただきたい。「５ アンケート調査（ニーズ調査）

等にみる課題」について、大きく4項目にまとめている。 

まず、⑴「保護者の就労状況の変化に対応した教育・保育の需

要増加への対応」については、母親の就労状況に着目すると、平

成25年調査時と比較して「フルタイムで就労」と回答した方が、

就学前児童の母親は12.3ポイント、小学生の母親は6.8ポイント

増加していることから、今後も保育の必要性のある子どもの割合

が増加する可能性を見据えた対応や児童の安全な放課後の居場

所の確保が必要になる。 

続いて、⑵「幼児期に家庭で保育を行う層や、就学後に増える

相談先のない保護者への対応」については、平日の定期的な教

育・保育事業を利用していないと回答した方が30.4％、また、子

育てをする上で気軽に相談できる人がいないと回答した方が就

学前児童の保護者は7.5％、小学生の保護者は10.5％いることか

ら、これらの保護者や家庭に対しても子育てを楽しみながら行え

る環境を提供していくことや相談体制を充実させることが必要

となる。 

続いて、⑶「核家族化の進行により重要性の増す、地域資源を

活用した子育て機能の充実」については、日頃、子どもをみても

らえる相手として祖父母等の親族をあげる人が多くいたが、核家

族化の進展や母親の就労による保育ニーズの高まり等により、家

族・親族だけでは子育てが難しい家庭が増える可能性がある。ま

た、地域の中で孤立している感じがすると回答した方が就学前児

童の保護者は27.1％、小学生の保護者は21.0％となっており、核

家族化の進展も起因して地域コミュニティの弱体化が指摘され

る現代において地域の子育て力の低下も懸念されるところであ

る。このことから、子育て家庭や子どもと地域住民が関わる機会

を増やすなど、地域資源を活用した子育て機能を充実していくこ

とも重要であるとしている。 

続いて⑷「子どもの成長によって変わる子育てニーズへの対

応」については、5歳以上の就学前児童の保護者が選ぶ、自宅以

外での放課後の子どもの過ごし場所としては、低学年の間は「学

童クラブ」を選択する割合が高いが、高学年になると習い事をさ

せる意向が強く、「学童クラブ」や「放課後子供教室」を選択す

る割合は減少する傾向が見られる。また、小学生の保護者では、

学童クラブを利用していないと回答した方が81.5％、今後の利用

意向では1年生が15.2％となっており、学年が進むに連れて利用

意向の減少がみられる。子どもを過ごさせたい場所や求める支援

等は子どもの成長段階に応じて変化することから、成長ニーズに

応じた施策の切れ目ない展開が重要であるとしている。 

次に、28頁を御覧いただきたい。「第３節 第一期子ども・子

育て支援事業計画の評価」である。 

まず、「１ 子どもと子育て家庭への支援施策の展開」につい

ては、第一期計画で掲げた基本理念の内容を実現するために掲げ

た五つの基本目標ごとに取り組んだ内容等を総括して記載して

いる。 
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⑴「基本目標１ 子育て家庭への支援」については、子育て支

援サービスの充実として、保育所の定員枠の増や延長保育事業の

実施箇所数の増、病児保育事業の実施について、児童の健全育成

として、スポーツ少年団の創設や青少年補導連絡会を中心とした

環境浄化活動について触れている。また、今後の取組として仕事

と子育ての両立の観点から、多様な子育て支援サービスの提供体

制を整備する必要があるほか、地域が一体となった子育て支援を

推進する必要性について触れている。 

続いて⑵「基本目標２ 母子の健康の確保と増進」については、

妊娠・出産・育児に関する家庭支援として子育て世代包括支援セ

ンター「ハグはぐ」の開設について、小児医療の充実として武蔵

村山病院における小児二次救急診療の実施について触れている。

また、今後の取組として育児不安の解消等を図るための相談・指

導体制の充実や中高生が子どもや家庭の大切さを理解できるよ

う次代の親の育成を推進する必要性について触れている。 

続いて⑶「基本目標３ 教育環境の整備」については、豊かな

心と健やかな体の育成として土曜日チャレンジ学校事業（学校週

５日制対応事業）を通した体験活動・学習活動の場の提供やス

クールカウンセラーを中心とした適応指導の推進及び教育相談

体制の充実について、信頼される学校づくりとしてコミュニ

ティ・スクールの活用や地域みんなでまちづくり会議の設置によ

る地域住民との連携や交流について、幼児教育の充実として小学

生との交流活動や就学支援シート等を活用した円滑な接続と連

携について触れている。また、今後の取組として学校・家庭・地

域が連携した社会全体の教育力の向上を目指す必要があるほか、

子どもの発達段階に応じた質の高い教育・保育及び子育て支援を

提供するため、教諭等の専門性の向上に努める必要があることに

ついて触れている。 

続いて⑷「基本目標４ 子育てを支援する安全・安心な生活環

境の整備」については、安全・安心なまちづくりとして児童・生

徒の交通安全意識の高揚に努めたほか、子どもの居場所づくりと

して一体型の学童クラブ及び放課後子供教室を整備したことに

ついて触れている。また、今後の取組として妊産婦や乳児連れ家

族等に配慮した道路交通環境や公共施設等の整備を推進するな

ど子育て環境の充実に努める必要があることについて触れてい

る。 

続いて⑸「基本目標５ 支援が必要な子どもと家庭への取組の

推進」については、児童の虐待防止の推進として要保護児童対策

地域協議会を中心とした関係機関のネットワークづくりに努め

たことについて、ひとり親家庭への支援として各種制度の広報・

啓発により個々の家庭への適切な支援に努めたことについて、障

害児施策の充実として市内小学校に特別支援教室を整備したこ

とについて触れている。また、今後の取組として虐待の発生予

防・早期発見等に努めるための関係機関の連携強化や地域住民と

一体となった虐待防止の取組の重要性やひとり親家庭の自立支

援の推進、障害を持つ子どもへの教育上必要な支援等に関する

（保護者を含めた）共通理解の促進等十分な支援体制の整備の必

要性について触れている。 

次に、「２ 幼児期の教育・保育の進捗状況」及び「３ 地域

子ども・子育て支援事業の進捗状況」であるが、こちらは、施策

の進捗状況のうち、「ニーズ量と確保方策」として掲載している
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「各年度における教育・保育の量の見込み及びその提供体制の確

保の内容・実施時期」及び「地域子ども・子育て支援事業の量の

見込み及びその提供体制の確保の内容・実施時期」の進捗状況を

掲載している。 

32頁の平成31年度の欄を御覧いただきたい。「２ 幼児期の教

育・保育の進捗状況」については、0歳～2歳の保育の必要性があ

る、いわゆる3号認定の子どもの保育需要が増加傾向にあり、平

成29年度から需要に対して供給が下回っている。 

続いて、33頁を御覧いただきたい。「３ 地域子ども・子育て

支援事業の進捗状況」については、まず、⑴地域子育て支援拠点

事業は、市内4か所の認可保育所で実施されている育児相談、子

育てサークル等への支援、園庭開放等を行う事業であるが、平成

25年度調査時点のニーズ調査等から見込んだ計画値を大きく下

回り、需要に対する供給が確保されている。 

続いて、⑵一時預かり事業は、市内の幼稚園4園で実施されて

いる預かり保育の実績となっている。計画値では2号認定による

利用も想定していたが、1号認定のみの利用となった。全ての利

用希望者に応えて一時預かりを実施いただいたことから、ニーズ

に応じた供給体制が確保されている。 

続いて、34頁を御覧いただきたい。 

⑶も一時預かり事業子育、子育て活動支援事業、子育て短期支

援事業であるが、こちらは市内4か所の認可保育所で実施されて

いる一時預かり事業の実績とファミリー・サポート・センターで

実施している子育て援助活動支援事業（未就学児）の実績である。

各年度、需要に対する供給が確保されている。なお、子育て短期

支援事業（トワイライトステイ）については、計画値も0人日と

しているが、こちらは次の項目であるショートステイ事業の中で

ニーズ対応ができるためである。 

続いて、35頁を御覧いただきたい。 

⑷子育て短期支援事業は、平成28年度に実施委託の調整のため

一時的に休止となったが、翌年度には再開し、需要に対する供給

が確保されている。 

続いて、36頁を御覧いただきたい。 

⑸放課後児童健全育成事業は、学童クラブの実績である。各年

度、需要に対する供給が下回っているが、保留となった児童につ

いては、ランドセル来館事業や放課後子供教室により居場所の確

保を行っている。 

続いて、37頁を御覧いただきたい。 

⑹病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強

化事業）は、平成28年11月から病児保育事業を開始し、利用者は

年々増加傾向にあるが、各年、需要に対する供給が確保されてい

る。 

続いて、38頁を御覧いただきたい。 

⑺子育て援助活動支援事業はファミリー・サポート・センター

で実施している子育て援助活動支援事業のうち、就学児を対象と

した実績である。各年度、需要に対する供給が確保されている。 

続いて、⑻利用者支援は、幼稚園・保育所や地域の子育て支援

事業の情報提供及び必要に応じ相談、助言等を行う事業として、
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平成28年度から子ども育成課において保育コンシェルジュ事業

を実施している。 

続いて、39頁を御覧いただきたい。 

⑼妊婦健康診査は、計画値では、一人当たり受診回数の伸び率

の平均104.7％に平成25年の一人当たり受診回数12.4回を乗じて

算出した一人当たり回数に推計届出者数を乗じて健診回数を算

出したが、実績では、一人当たり受診回数は、各年およそ11回と

なっている。なお、実績は計画値を下回っているが、計画値は健

診回数15回を目標に設定しているためである。 

続いて、⑽乳児家庭全戸訪問事業は、計画値では全戸訪問を想

定していたが、母子の体調や年度末に出生した場合は、出生から

訪問までに年度をまたぐこともあり、実績ではわずかに下回って

いる。 

続いて、40頁を御覧いただきたい。 

⑾養育支援訪問事業は子育てに対して不安や孤立感等を抱え

る家庭や、様々な原因で養育支援が必要となっている家庭に対し

て、子育て経験者等による育児・家事の援助又は保健師等による

具体的な養育に関する指導助言等を訪問により実施することに

より、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図るも

のである。実績では、訪問家庭数に比べて訪問延べ件数の伸びが

大きくなっているが、一家庭に2人子どもがいる場合は、2件とし

てカウントしていることによるものである。 

事務局からの説明は以上である。  

 

―質疑・応答― 

（委 員）項目アンケート抽出方法に無作為抽出とあるが、どのよう

に行ったか。 

（事務局）対象は0～5歳及び小学生の保護者であり、それぞれ住民基

本台帳から1,000名を機械的に抽出した。 

（会 長）前回より回答率は多いが、それでも50％を切っている。そ

の実態をどう見ていくかも大切で悩ましいところである。 

（会 長）社会動態で転入超過となっているが、小学生の転入につい

て年齢ごとに人数は分かっているか。学童保育は不足してい

る状況なので把握できればよいと思った。もともと住んでい

た人と転入してきた人では、学童保育の要望なども異なるの

ではないかと思う。転入が多いということで、ここでずっと

子どもを見守ってもらって暮らしていきたいとする人が多

いということならば、考えていくべきところである。 

（会 長）外国人のいる世帯では、どこの国が多いか。 

（事務局）中国、フィリピンなどが多い。 

（会 長）入園案内などを通訳や多言語で行うかどうかなどが関連す

る課題となる。 

（会 長）8頁、相談する人がいない 7.5％への対応が大切とあるが、

相談関係を丁寧にやっていこうとする傾向がある中でどのよ

うに対応していくのか。26ページの⑴の文章は幼児期となっ

ているが乳幼児期が適切であろう。 

（事務局）乳幼児期に修正する。 

（会 長）27頁、「地域資源を活用した子育て機能」の地域資源とは

何を想定しているか。 
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（事務局）ボランティアなどの市民活動や市民参加型の人の活用を想

定している。 

（会 長）そういった人的資源が市内のどこにあるかなどを広報的に

示せるかどうかが大事である。市内で見守られているという

感じが受けられるようにするためにはそれが必要である。 

（会 長）27 頁、高学年になると学童保育は減少する傾向にあると

なっているが、同時に小学生の保護者で経済負担を感じる人

が増えるというところにも気をつけるべきである。 

（会 長）アンケートの回収率が半数以下というところはどう解釈す

るか。 

（委 員）周辺でアンケートが届いた人に聞いたところ、書いても何

も変わらないから書かないという回答が多かった。 

（会 長）アンケート中に督促のようなことは行ったか。 

（事務局）督促と礼状を兼ねる形のはがきを送付して行った。 

（副会長）半数程度の回答ということは、市の思いなどが伝わってい

ないということになり、少し寂しい気もする。次回のアンケー

トではその辺りも考えていくということになろう。 

（会 長）32 頁、平成 29 年度から平成 31 年度で確保が足りなかっ

たところはどう対応してきたのか。 

（事務局）保育所での弾力的運用により利用定員よりも多く受け入れ

てきた。また、保育士確保のための支援策を講じるほか、0

～2 歳が足りないので、保育所施設の改修や移転の際に 0～2

歳の定員を増やすよう事業者に依頼してきた。 

（会 長）今年の 4月で福生、杉並、港区は待機児童ゼロであった。

逆に言えばその他の地域はゼロではなかったということであ

る。これまでは弾力的運用という形で対応してきたようだが、

このままというわけにはいかないだろう。今後についてはど

うか。 

（委 員）待機児童は 4月 1日時点の数字であり、その後、年度の間

に収束していくものだが、弾力的運用だけで全ての待機児童

を吸収できるわけではなく、実際には各園で調整をしながら

対応している状況である。 

（会 長）事業者の負担とならないように市が対応していかなければ

ならない。弾力的運用だけというのは健全な形ではない。 

（事務局）ここで示している数は旧定義によるもので、希望する園に

入れなければ待機に計上するというものである。対して、特

定の施設を希望している場合などは待機に入れないのが新定

義であるが、新定義だと平成 31年度の不足数は 46人から 28

人となる。 

（会 長）説明を受ければ分かるが、示されている数字を変えるわけ

にはいかない。新定義、旧定義と注釈を入れるか。 

（事務局）この進捗状況の振り返り時点では、旧定義の数字とする。 

（会 長）36 頁、学童に関しても確保数の不足が続いているがどう

か。 
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（事務局）学童クラブは小学校区で供給し、低学年を優先している。

必要とされる一人当たり面積 1.65 平米を考えると増やせる

状況にはない。実際には弾力的運用等により定員の 2 割ほど

超過の状況で受け入れている。さいかち学童クラブが新しく

なり面積も倍になるが、そこは小学生が少なく、需要と供給

がアンバランスになっている。同じ小学校区である雷塚学童

クラブが待機児童を抱えているが、子どもの居住地や通学路

を考慮すると、そこからさいかち学童クラブへ行ってもらう

ということは難しい状況にある。 

（副会長）空き教室がないなかで新たに作るというのは、今はなかな

か難しい話である。 

（会 長）29 頁、基本目標 3 に基礎学力の向上や幼児期からの教育

の充実とあるが、何かやっているのか。 

（事務局）幼児期からの教育の充実では、園庭の開放、お話の会、手

遊びなど幅広いカリキュラムに取り組んでいる。 

（会 長）第 2章第 3節の第一期計画の評価はもっと Z計画の前の方

に位置付けるべきではないか。 

（事務局）前回の会議でお示しした骨子案に沿って構成したものだ

が、この第 3節は第 2章の第 1節、地域の概要の次に位置付

けるなど検討したい。 

（会 長）この先の各回の会議の内容はどのような予定か。 

（事務局）以前の会議資料で示したとおり、基本理念、基本目標、施

策体系など各事業の内容や量の見込みを次回の第 6 回と次の

第 7回で討議いただく予定である。第 8回が 11月でパブリッ

クコメント前の確認となり、第 9 回が翌年 1 月でパブリック

コメントの結果を踏まえて最終的な素案の確認とする予定で

ある。 

（会 長）量の見込みを検討する際に、計画策定時から待機児童を前

提とすることなどにならないよう考えてやってもらいたい。 

 

４ その他 

⑴ 次回会議の開催日程について 

（事務局説明） 

資料 3を御覧いただきたい。次回の第 6回子ども・子育て会

議であるが、資料のとおり 10月 2日、3日、4日のいずれかの

日程を予定しているので、決定をお願いする。 

 

○ 次回は令和元年 10 月 4 日（金）午後 2 時から武蔵村山市役所

3階 301会議室において開催となった。 

 

 

⑵その他 

特になし。 

 

５ 閉会 
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会議の公開・非

公 開 の 別 

☑公 開              傍聴者：  ０  人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

 

会議録の開示・非

開 示 の 別 

☑開 示 

□一部開示(根拠法令等：                ) 

□非 開 示(根拠法令等：                ) 

 

庶 務 担 当 課 健康福祉部 子ども育成課 (内線：１８２) 

(日本工業規格A列４番)  


